
 

さいたま市自治会連合会とさいたま市自治基本条例検討委員会の意見交換会 
〔第１３回市民部会（さいたま市自治基本条例検討委員会）〕 

 
 

次  第 
 
 

平成２２年１２月８日（水）午前１０時００分～ 
大宮区役所南館３階３０１会議室 
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２ 出席者の紹介 
 
３ 意見交換 
 
 （１）自治基本条例の説明 

 

（２）意見交換 

 

４ 閉 会 
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(H22.12.8現在）
№ 区分 氏名 団体・大学

1 公募による市民 歌川　光一

2 内田　智

3 遠藤　佳菜恵

4 小野田　晃夫

5 栗原　保

6 小林　直太

7 高橋　直郁

8 中田　了介

9 古屋　さおり

10 細川　晴衣

11 湯浅　慶

12 渡邉　初江

13 関係団体の代表者 伊藤　巖 さいたま市自治会連合会会長

14 染谷　義一 さいたま商工会議所

15 中津原　努 都市づくりＮＰＯさいたま副理事長

16 堀越　栄子 さいたまＮＰＯセンター副代表理事

17 識見を有する者 富沢　賢治 聖学院大学大学院政治政策学研究科教授

18 福島　康仁 日本大学法学部教授

19 三宅　雄彦 埼玉大学経済学部教授

20 吉川　はる奈 埼玉大学教育学部准教授
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さいたま市自治基本条例検討委員会委員名簿
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資料２ 
 
 

さいたま市自治基本条例のコンセプト（基本的な考え方） 

※H22.8.30 検討委員会で合意 

 

１．自治基本条例制定により目指すもの 

（目的） 

○ 「市民自治」の確立を図り、市民が誇りを持てる「さいたま市」

をつくることを目的とする。 

（期待する効果） 

○ さいたま市自治基本条例が「課題解決の羅針盤」として活用され

る。 

○ 「市民自治」の確立のために、市民、議会、行政など各主体の意

識の向上を促し、より良い関係のもと、自治が変わることを期待す

る。 

２．そのために条例で何を定めるのか 

 ○ 地方分権時代における本市の位置付けを明確にするとともに、「市

民自治」の基本を示し、市民と議会・行政の関係を定める。 

○ 自治の視点から区及びコミュニティの役割を明確に定めるものと

する。 

○ 自治を担う人づくり（市民・議員・市長・市職員など）の視点を

含めて定めるものとする。 

３．制定に当たっての留意点（条例の性格） 

○ 市民のための自治を謳うものであることから、分かりやすく表現

し、説得力のある、市民の関心を高めるものとする。 

○ 「オリジナルな条例」、「新しいスタンダードとなる条例」を目指

す。 
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資料３ 
 

 

部会別の検討テーマ 
 
・各部会における基本的なテーマを掲げたものであり、修正、追加等については各部会で検討する。 

・共通テーマは、両部会でそれぞれ検討する。 

・各部会のテーマは、これまでに出された検討テーマを分類したもの。重複するテーマもあるが、それ

ぞれの部会の視点から検討を進めることとする。 

共
通
テ
ー
マ 

（１） 自治基本条例の目的・必要性 

（２） さいたま市のめざすまちの姿 （中間報告に含めるかどうか。） 

（３） 自治の基本理念 

（４） 自治の担い手 （用語の定義など。） 

（５） 条例の位置付け 

（６） 国や他の地方自治体との関係・国際関係 

（７） 条例の運用（実効性の確保） 

市
民
部
会
の
テ
ー
マ 

（１） 市民の権利 

（２） 市民の責務 

（３） 自治の担い手としての人づくり （普及啓発、活動支援、教育など） 

（４） 情報共有 

（５） 参加 

（６） 協働 

（７） 住民投票 

（８） 区 （区民会議・コミュニティ会議など） 

（９） 身近なコミュニティ （地域における問題解決、問題の集約、自治会の役割など） 

議
会
・行
政
部
会
の
テ
ー
マ 

＜議会＞ 

（１） 議会の役割・責務 

（２） 議会運営（議会への市民参加含む） 

（３） 議員の役割・責務（人づくり） 

 

＜行政＞ 

（１） 市長の役割・責務 

（２） 行政運営の基本原則 

（３） 情報提供 

（４） 政策形成過程への参加 

（５） 市職員の役割・責務（人づくり） 

（６） 行財政運営（総合計画、財政運営、応答

義務、行政手続、監査、政策法務、組織・

人事、危機管理） 

（７） 区政のあり方（区長・区役所） 
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資料４ 
 

主 な 質 問 事 項 

１ 自治会運営の課題とその解決に向けて 

（１）全市的な課題と対応状況 

（例）自治会運営について、どのようなことが課題になっていますか。 

（例）その課題に対して、これまでにどのような対応を講じてきたのでしょうか。 

（例）その課題に対して、今後、どのように対応することが必要だと思いますか。 

（２）行政（市や区役所）や議会に期待すること 

  （例）行政との関係はどうあるべきだと思いますか。（自治会の自主性や自立性など） 

  （例）自治会を運営していく上で、行政や議会にどのようなことを期待しますか。 

 

２ 地域の課題を地域で解決するために 

（１）地域の課題について 

  （例）自治会を運営している中で、地域にはどのような課題があると感じていますか。 

（２）市民の権利・責務について 

  （例）市民が地域の課題を自ら解決していくためには、市民にどのような責務を課した

ら良いと思いますか。 

  （例）自治会活動を実践している立場から、市民の権利と責務について感じていること

があれば、教えてください。 

（３）自治会ができること・できないこと 

  （例）地域の課題解決に向けて、自治会にできること、できないこと又は自治会に期待

されても困ることについて、それぞれ感じていることがあれば教えてください。 

  （例）自治会で対応できない課題は、どのような方法で解決することが望ましいと思い

ますか。 

（４）地域で活動している他の関係者との連携・協力状況 

  （例）地域で活動している他の関係者との連携・協力の必要性をどのように感じていま

すか。 

（例）地域で活動している他の関係者（例えば、民生委員、ＰＴＡ、企業、市民活動団

体等）とは、どのような連携・協力を行っているのでしょうか。 

（５）区役所等に期待すること 

  （例）地域の課題を地域で解決していくために、区役所等にはどのようなことを期待し

ますか。 

 

３ その他（自治基本条例に期待すること） 


